
１０月２０日（火）に、令和２年度第２回学校運営協議会を開催しました。全体会の後、テーマ

別グループに分かれて熟議も行われました。それぞれのグループで貴重な意見が交わされました。

以下、その概略について記述します。

※ 協議（進行は、小林亮治会長）

第１回学校運営協議会時において、上記重点４項目について熟議を行いました。その概要は以下

のとおりです。

なお、学校職員が、読み聞かせのビデオ撮りをしたことや館林市国際交流協会の方々が日本語学

級の学習の様子を参観したことも紹介されました。

その後、４グループに分かれて熟議を行いました。以下、各グループで話し合われた概要です。

第１回学校運営協議会 熟議の内容
「読み聞かせ活動の拡充」については、現在はメンバーが不足している。西公民館や西幼稚園

にポスターを掲示するなど、募集を様々なところに依頼したい。

「学校周りの花壇及び中庭の芝生整備活動」に関しては、花壇整備等を通して地域の方たちと

子ども達は交流できるので、教育的な価値も高い。今後、専門的な知識や技能をもった方の協力

も含め、ボランティア募集の工夫をしていきたい。

「地域の方との合同あいさつ運動」を通して、学校と地域の連携を強めるとともに、児童の健

全育成につなげたい。子どもの安全（不審者等対策も含めて）を保証しつつ、あいさつ運動を展

開したい。

「放課後学習支援活動」に関しては、外国籍の子ども達に日本語支援をすることから始めたい。

日本語支援を必要とする子ども達を対象としてスタートし、ボランティアの人数も考慮して、対

象の児童を広げていきたい。

読み聞かせ活動の拡充
○ 低・中・高学年向けに、読み聞かせのビデオ撮りをして、子ども達が密にならないようにし

て放映できるとよい。今後期日を決めて、学校でビデオ撮りができるようにする。

○ 外国籍の児童に母国の絵本を読んでもらい、それをビデオで流すことも考えたい。

○ 校内放送で、朗読を全校に流してもいいのでは。

○ 読み聞かせボランティア募集に関しても、工夫していきたい。

学校周りの花壇及び中庭の芝生整備活動
○ 学校西側花壇が１００ｍ以上ある。その花壇を分譲オーナー制をとり貸し出しを行う。一区

画２～３ｍではどうか。

○ 水やり用の水道も学校内にある。花壇整備用の道具や球根等は、各自で用意してほしい。

○ 花壇分譲ポスターは、公民館や区民会館に貼らしてもらったり回覧板でお知らせしたりした

い。
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熟議は、限られた時間であったが、具体化・実践化につながる協議が行われました。

地域の方との合同あいさつ運動
○ 願いは、あいさつを通しての子ども達の健やかな成長です。

○ 子ども達が登下校する時間帯に、「おはよう」や「おかえり」などのお声がけをしていただ

きたい。

○ できる時に、できる人が、できる時間に行ってほしい。

○ あいさつ運動のポスターを公民館にお願いしたり、地元区長の方々にも周知したりしていき

たい。

○ 「子ども安全協力の家」にも協力を得られれば、あいさつ運動の拡充につながる。

放課後学習支援活動
○ 館林市国際交流協会の方が４名来校し、日本語学級の授業を参観してくださった。

○ 日本語学級は、１校時や２校時にボランティアを必要としている。その時間帯に、ボランテ

ィアの方が４名来てくださるようになった。

○ 放課後に、外国籍低学年児童を対象に日本語学習支援を始めたい。兄や姉を待っている時間

帯に学習支援ができる。

読み聞かせ活動の拡充

学校周りの花壇及び中庭の芝生整備活動

地域の方との合同あいさつ運動

放課後学習支援活動

※ 十小・読み聞かせビデオライブラリーを制作します。そのため、十小放送室にて、読み

聞かせのビデオ撮りを行います。ビデオは、各学級や各学年等で活用します。ご協力でき

る方は、以下の担当までご連絡ください。

※ 学校西側花壇の分譲貸し出しをします。詳細は、「花壇オーナーさん募集」ポスターをご覧

ください。ポスターは、公民館に貼らせていただいたり、回覧してお知らせする予定です。

※ できるときに、できる人が、できる場所で行っていただきたいです。

ご協力できる方は、以下の担当までご連絡ください。

※ 十小・日本語学級の低学年児童に、絵本を読んであげたりして、日本語支援を行います。

火曜日は午後２時３０分から、水曜日は午後３時から行う予定です。開始は、１１月中旬頃

です。ご協力できる方は、以下の担当までご連絡ください。

十小コミュニティ・スクール事務局【７４－８７３３（担当：田野入又は平井教頭）】

令和２年度 重点活動項目 今後の実践


